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ファンドの目的・特色

ファンドの目的
主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭市場登
録の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）に投資し、安定的な収益の確保と投資信
託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

１主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の
ＲＥＩＴに投資を行います。
●不動産関連株式に投資を行う場合があります。
●REITおよび不動産関連株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

２投資にあたっては、原則として、シラー・バークレイズ・グローバルREIT指
数に概ね沿った地域配分、銘柄構成とします。
●シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数とは、個別銘柄の利益創出力とREIT価格との対

比を通じて抽出される銘柄により構成されるバリュー型指数です。
●ロバート・シラー教授の不動産・リートへの視点を活かした「AFFOイールド（Adjusted 

Funds From Operations Yield）」に基づき銘柄選定を行います。

AFFOイールドとは

AFFOイールド ＝ １株あたりのAFFO（正味キャッシュ・フロー）※

REIT価格
※AFFO（正味キャッシュ・フロー）とは、個別REIT銘柄の現金ベースでの利益創出力、配当余力を測る指標です。物件から得

られた利益、費用、物件価値の維持・向上のために実施された投資などを網羅的に考慮して、算出されます。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）

ファンドの目的・特色

シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数の構成銘柄および配分比率決定方法

地域配分の決定 各地域の市場規模（時価総額）に応じて、地域目標配分比率を決定

ユニバース 先進国における世界産業分類基準（GICS）の「REIT※」に分類される銘柄
※抵当不動産投資信託を除く

候補銘柄のランキング

指数構成銘柄・比率決定 上記のランキングにしたがって、流動性・時価総額を勘案して構成銘柄および
配分比率を決定

直近1年のAFFOイールドに基づき、各地域ごとに個別銘柄を割安順にランキング

※運用プロセスは、2022年11月末時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ロバート・シラー教授のご紹介
●米国の経済学者、米国イェール大学教授。専攻は金融経済学および行動経済学。
●米国住宅市場の価格動向を表すベンチマークとして広く認知される「S&Pケース・シラー住宅価格指数」の開

発者の一人。
●株式長期投資の参考指標として知られるケープ・レシオの開発者。
●金融分野において資産価格の実証分析への多大な貢献が評価され、ノーベル経済学賞を受賞（2013年）。

（2022年11月末現在）

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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ファンドの目的・特色

REIT（リート：Real Estate Investment Trust）とは？

■REITとは、不動産投資信託証券のことです。投資家から資金を集めて様々な不動産を所有・管理・運営する不
動産投資信託ならびに不動産投資法人（以下「不動産投資信託」といいます。）が発行する証券の一般総称です。

■不動産投資信託は、オフィスビル、商業施設などの不動産を保有・売買することで得られる賃貸料収入や売買
益などを収益とし、不動産の運営に必要な経費などを差し引いて残った利益のほとんどを配当金として投資
家に支払います。

投資

配当金

取得・管理
運営・売却

賃貸料収入
売買損益

賃貸住宅
など

オフィスビル

商業施設

投資家

REIT

REIT投資の主な魅力とリスク

魅力 リスク
■配当利回り
REITは不動産を保有することにより生じる賃
貸料収入や売買益などから、必要経費などを
差し引いた利益のほとんどを配当金として支
払います。
■少額からの分散投資
最低でも数百万円の資金が必要とされる不
動産への直接投資と比較すると、少額から複
数の不動産物件への分散投資が可能となり
ます。
■流動性・換金性の高さ
REITの多くは金融商品取引所などに上場さ
れており、実物の不動産よりも流動性・換金性
や透明性に優れています。
■プロフェッショナル運用
不動産の管理・運営についても、REITでは不
動産と金融のプロフェッショナルが行います。
■インフレへの耐性
不動産市況や賃貸料は、一般的に物価にスラ
イドする傾向があるため、インフレにともなう
金利上昇により価格が下落する債券とは異な
り、インフレに強い資産と考えられています。

■配当金の変動
REITの配当金は、配当原資の大部分を不動
産からの賃貸料収入に依存しています。この
ため、景気動向や不動産市況の変動により、
賃貸料や稼働率の低下あるいはテナントの
債務不履行、倒産などによって賃貸料収入が
減少して、配当金が減少することがあります。
また不動産に関わる費用の増大によって配当
金が減少することがあります。
■REIT価格の変動
REITの市場価格は、景気動向や不動産市況、
金利情勢、投資不動産の価値、賃貸料収入額、
REIT市場の需給、法制度の変更など、様々な
要因によって変動します。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）

ファンドの目的・特色

主な投資制限
ＲＥＩＴなどへの投資制限 ＲＥＩＴおよび株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄のＲＥＩＴなどへの
投資割合

同一銘柄のＲＥＩＴおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。

外貨建資産への投資割合 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

分配方針
原則として、年１回（毎年５月８日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行い
ます。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの

全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合などには、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

※運用状況により分配金額は変動します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますの
で、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しま
す。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。

◆当ファンドが投資するREITは不動産投資信託が発行する証券であることから、不動産投資信託に対する様々
な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。

REITは市場環境、規制、災害等の影響により価格の下落や配当金が減少する可能性があり
ます。
不動産の賃貸市場や売買市場、金利環境、経済情勢などの影響を受けて、不動産投資信託が
保有する物件の賃貸料収入が減ったり、保有物件そのものの価格が下落したりすることで、
REITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。
また、不動産に対する課税や規制が強化された場合には、不動産価格全般が下落することで
REITの価格も下落することがあります。さらには保有不動産が地震や火災の被害を受けた場
合など、予想不可能な事態によってREITの価格の下落や配当金の減少の可能性があります。

REITの配当金の減少や配当利回り水準の相対的魅力度の低下は、REITの価格の下落要因
等となります。
不動産投資信託の利益の減少はREITの配当金の減少をもたらし、当ファンドの収益分配金
に影響を与える可能性があります。また、REITの配当金の減少はREITの価格を下落させる
要因にもなります。
REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、REITの相
対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、REITの配当利回りの水準に変
化がない場合はREITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上昇により、賃貸料
または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、必ずしもREITの
価格が下落するとは限りません。

不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、REITの価格も変動します。
不動産投資信託は、運用会社をはじめとする関係者により運営される企業体と見ることがで
きます。この不動産投資信託の投資・運営の巧拙、財務内容により、REITの価格も変動するこ
とが考えられます。不動産投資信託では、資金の借り入れや債券の発行により不動産に投資
することがあります。この場合、金利が上昇したときには一般に支払金利が増加することから
利益の減少要因となり、REITの価格が下落する要因になります。また、財務内容の悪化など
により不動産投資信託も倒産、上場廃止となる場合があります。

保有
不動産への

評価

配当利回り
水準に対する

評価

企業体
としての

評価

投資リスク
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新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）

◆また、当ファンドが投資するREITおよび株式には、次のような有価証券としてのリスクがあり、当ファンドの基
準価額と収益分配金に影響を及ぼします。

不動産投資信託証券の発行増加等は、REITの価格の下落要因となります。
一般に有価証券は、新規発行などにより大幅に供給が増加すると取引価格が下落する傾向
が見られます。特定の不動産投資信託または複数の不動産投資信託の増資や新規上場など
により、取引所における証券の供給が増加したときは、当該不動産投資信託の個別の証券だ
けでなく全体的にREITの価格が下落することがあります。

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況
の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはそ
の影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

投資資産の売買高減少等は、基準価額の下落要因となります。
取引所での売買高が少ない場合や、上場廃止などにより取引所で取引ができなくなった場
合は、証券を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できないことがあります。
特に流動性が低下したREITおよび株式を売却する場合には、当ファンドの基準価額を下落さ
せる要因になることがあります。

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当
該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

取引所に
おける

取引の需給
関係による
価格変動

リスク

株価変動
リスク

流動性
リスク

為替変動
リスク

カントリー
リスク

投資リスク



7

投資リスク
その他の留意点

● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の
適用はありません。

● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、
基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、す
でに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可
能性があります。

● 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
● 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配

金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定し
たものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払
い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。

シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数について
バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バークレイズ・キャピタル・インクおよびそれらの関連会社（以下「バークレイズ」と総
称します。）は、シラー・バークレイズ・グローバルREIT指数（以下「本指数」といいます。）の商標を所有し、新光シラー・グ
ローバルREITファンド（ファンドラップ）において使用するためにライセンスを付与しています。バークレイズは、本指数ま
たは本指数に含まれるいかなる情報の推奨または使用（本ファンドにおける使用を含みます。）に関して何らの表明も行わ
ず、それらの使用または正確性に関して、投資家のみなさままたはその他の第三者に対して、何らの責任も負わないもの
とします。
本指数は、その一部につき、RSBB-I,LLC（主たる研究者はロバート・J・シラー氏）により開発されています。RSBB-I,LLCは、
投資助言業者ではなく、本指数に含まれるもしくは本指数が依拠するいかなる情報もしくは手法の正確性および完全性に
ついても保証しません。RSBB-I,LLCおよびロバート・J・シラー氏は、本指数のいかなる誤り、欠落または障害についても責
任を負わないものとし、本指数に含まれるまたは本指数が依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績ま
たは結果についても、明示または黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性または特定の目的
に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求ま
たは損害（逸失利益、懲罰的損害または間接的な損害を含みますが、それらに限られません。）について、仮に当該請求ま
たは損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。

リスクの管理体制
委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを
把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行い
ます。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについ
て定期的に分析を行い、結果の評価を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況、
運用パフォーマンス評価等の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
なお、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等
は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は、今後変更になることがあります。
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新光シラー・グローバルREITファンド（ファンドラップ）

＜参考情報＞
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
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2017年12月～2022年11月

＊ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして
計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があり
ます。

＊ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年
間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落
率とは異なる場合があります。

＊上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファン
ドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量
的に比較できるように作成したものです。

＊すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日 本 株 東証株価指数（TOPIX）
（配当込み）

「東証株価指数（TOPIX）」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマー
ケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研
または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するす
べての権利はＪＰＸが有しています。

先 進 国 株 MSCIコクサイ・インデックス
（配当込み、円ベース）

「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の
株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権そ
の他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公
表を停止する権利を有しています。

新 興 国 株
MSCIエマージング・マーケット・
インデックス

（配当込み、円ベース）

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指
数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停
止する権利を有しています。

日 本 国 債 NOMURA-BPI国債

「NOMURA-BPI国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（旧野村證券
株式会社）が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数で
す。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株
式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の
正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負
いません。

先 進 国 債 FTSE世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）

「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世
界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は
FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income 
LLCが有しています。

新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・
ディバーシファイド（円ベース）

「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に
関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属
します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

投資リスク
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運用実績

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

基準価額・純資産の推移《2015年11月16日～2022年11月30日》
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分配金再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）

※基準価額は１万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
（設定日：2015年11月16日）

分配の推移（税引前）

2018年 ５月 0円

2019年 ５月 0円

2020年 ５月 0円

2021年 ５月 0円
2022年 ５月 0円

設定来累計 0円
※分配金は１万口当たりです。

年間収益率の推移（暦年ベース）
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ファンド収益率

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※2015年は設定日から年末までの収益率、および2022年については年初から基準日までの収益率を表示しています。
※当ファンドにはベンチマークはありません。

データの基準日：2022年11月30日

主要な資産の状況

資産の状況
資産の種類 比率（％）

投資信託受益証券 9.46
内　オーストラリア 5.27
内　シンガポール 4.01
内　香港 0.17

投資証券 88.35
内　アメリカ 71.01
内　日本 6.39
内　イギリス 3.70
内　カナダ 2.93
内　フランス 2.45
内　その他 1.87

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2.20
合計（純資産総額） 100.00

組入上位10銘柄
順位 銘柄名 国/地域 比率（％）

1 SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ 8.84
2 WEYERHAEUSER CO アメリカ 8.31
3 VORNADO REALTY TRUST アメリカ 5.54
4 OMEGA HEALTHCARE INVS INC アメリカ 4.86
5 SL GREEN アメリカ 3.90
6 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC アメリカ 3.79
7 KILROY REALTY CORP アメリカ 3.70
8 HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC アメリカ 2.98
9 HIGHWOODS PROPERTIES INC アメリカ 2.61
10 THE MACERICH COMPANY アメリカ 2.60

※⽐率（％）は、純資産総額に対する当該資産の時価⽐率です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。
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手続・手数料等
お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は１万口当たりで表示しています。）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

申 込 締 切 時 間 原則として営業日の午後２時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとし
ます。

購入の申込期間 2023年２月10日から2023年３月９日まで

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購 入 ・ 換 金
申 込 受 付 の
中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびす
でに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信 託 期 間 2023年３月15日まで（2015年11月16日設定）

繰 上 償 還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託
を終了（繰上償還）することがあります。
・受益権の総口数が30億口を下回った場合
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決 算 日 毎年５月８日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

年１回の毎決算日に、収益分配に基づいて収益分配を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売
会社までお問い合わせください。

信託金の限度額 2,000億円

公 告 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（http://www.am-
one.co.jp/）に掲載します。

運 用 報 告 書 ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

そ の 他
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約に基づいて、ラップ口座の資金を運用するため
のファンドです。したがって、当ファンドのお申込みは、販売会社にラップ口座を開設し
た投資者等に限ります。
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手続・手数料等
ファンドの費用・税金

■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購 入 時 手 数 料 ありません。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、換金時にご負
担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.671％（税抜0.61％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期

間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払
われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.55％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
の算出等の対価

販売会社 年率0.01％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.05％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
等の対価

※ファンドが投資対象とする上場・店頭登録されている不動産投資信託証券（REIT）に
ついては、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができ
ません。

そ の 他 の
費 用・手 数 料

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負
担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　　等

監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから
支払われます。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがある

ため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

■税金
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分 配 時 所得税および地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換 金（ 解 約 ）時
お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※上記は2022年11月末現在のものです。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。


